
平成 1７年度 包括外部監査結果に対する対応 

 

テーマ・区分・内容 対応結果 備考 
県税に関する外部監査の結果 

Ⅰ．徴収事務に関する報告事項 

１．軽油引取税の多額の不納欠損処理について 

（１）長期分割小切手又は長期分割手形での納付 
 県税の納付・納入は、現金で行われることが原則である。但し、徴収猶
予の制度を採用した場合に、徴収金を確保する観点から小切手又は手形を
受け入れる場合がある。しかし、徴収猶予期限を超える期間の小切手又は
手形等は受領すべきではない。【結果】 

平成 13 年度に発生した事例であり平成 14 年度以降は徴収猶予期限を
超える支払期日の小切手又は手形等を受領していません。 

 

（２）徴収猶予時の調査 
 徴収猶予を認める場合には、その前提として徴収猶予申請書の提出とと
もに徴収猶予を必要とする理由を証明する書類（例えば売掛金の帳簿等）
を提出させる必要がある（三重県県税条例（以下「条例」という）第 182
条）。県外業者の場合にも、裏付けとなる売掛金等の実在性を調査し、特
別徴収義務者である県外業者が納税義務者から未回収となっている金額
を特定し、その金額の範囲内で徴収猶予を認める必要がある。【結果】 

県外業者の場合を含め、特別徴収義務者から徴収猶予申請があった場
合には、軽油の納入実績・納入計画・売掛金明細を提出させ、帳簿調査
実施時に事実確認しています。また、必要に応じて納入先への調査も実
施しています。 
問題が発生したときには、速やかに調査を実施することとし、県外業
者の場合には、県間協力により情報交換を行うなど、不正防止に努めて
います。 

 

（３）保全担保物件の評価 
 平成 13 年 3 月に保全担保として B 県の山林に抵当権を設定した。これ
はその物件評価が、正式な鑑定人による鑑定であったため、地方税法施行
令第 56 条の 6の 2により抵当権を設定したものである。しかしながら、1
年半後の平成 14 年 8 月に公売のために行った鑑定では当初の 1／20 程度
の評価であり、当時の評価額の妥当性に疑問を持たざるを得ない。業者が
提出した評価額の妥当性を慎重に判断する必要がある。【結果】 
なお、現在は、軽油引取税の保全担保として現金の供託のみを認めてい
る。 

保全担保物件を認める場合において、保全担保提供命令により現金を
指定しています。 
新規業者等県税事務所長が必要と認める場合は、３ヶ月分の納入数量
（税額）を基準として、現金で担保提供を受けています。 

 

２．時効での不納欠損 

法定納期限の翌日から起算して５年間徴収権を行使しないと徴収権は時効
により消滅する。但し一部納付、差押等の一定事由が生じると時効が中断され、
一定事由が終了するとその翌日から新たに時効期間が進行する。この時効は絶
対時効と呼ばれ、時効が完成した以降は納税者が納付する意志を示しても県は
収納することができない。仮に間違って収納した場合には過誤納金として還付

 平成 18 年度より、年度当初に当該年度で時効となるもの及び随時時効
２ヶ月前のものをリストに打ち出してチェック機能を強化するととも
に、財産調査を早期に着手し、速やかに滞納整理の実施を行いました。 

 



しなければならない。このような時効による不納欠損が平成 16 年度において
件数にして 2,496 件、金額にして 77 百万円発生している。これは、調査等を
行うも滞納処分できる財産を見つけられないものや行方不明等で調査や処分
が終わらないうちに時効が成立してしまったものなどである。時効で不納欠損
とならないよう今後より一層、調査の早期着手が必要である。【結果】 

３．個人県民税の徴収率について 

県では個人県民税の徴収率を上げるため様々な方策が採られているが、効果
はあまり顕著ではない。確かに三重地方税管理回収機構については機構設立効
果として 25 億円が認められるが、引受税目及び徴収税目のほとんどが固定資
産税であるために個人県民税に対する効果は 1.5 億円である。徴収率を上げる
ためには徴収の主体である市町村のより一層の徴収強化が必須である。具体的
には県税併任職員制度、人事交流制度等の活用を図りながら、県・市町村の全
ての税務職員が徴収ノウハウを向上させていくことである。【意見】 

個人県民税の徴収率を向上させていくため、次のような市・町支援を
行いました。 
・県税滞納整理併任職員の派遣 
・滞納整理研修の充実 
・三重地方税管理回収機構との連携 
・地方税法第 48 条の県による個人県民税の徴収及び滞納処分の実施 

さらに、市町村から提出されている「個人の県民税徴収状況報告書」につい
て追加的な報告を求める必要がある。現在の様式では収入未済額の内訳として
徴収猶予、換価猶予、滞納処分の停止、未処理の欄しか設定されておらず、現
段階では、本来知りたい情報である差押、分納誓約等の履行状況が不明確にな
っている。今後、個人県民税の賦課徴収に関する報告等について規定した地方
税法（以下「法」という）第 46 条や、県による個人県民税の徴収及び滞納処
分の特例を規定した法第 48 条の活用も視野に入れながら、市町村が行う差押、
参加差押、交付要求、分納誓約、証券受託、徴収嘱託等について、県全体の個
人県民税に対する滞納整理状況の把握が求められる。【意見】 

地方税法第 48 条の活用を推進していく中で、地方税収確保対策会議で
市・町から情報収集、意見交換を行いながら、平成 18 年度については全
市町を廻り滞納整理状況の把握に努めました。 

 

Ⅱ．課税事務及び各県税項目に関する報告事項 

１．自動車税等（自動車税、自動車取得税） 

（１）公示送達の手続の瑕疵 
 公示送達とは、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達
を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う送達方
法をいう。 
 公示送達の効力は、掲示を始めた日から起算して 7日を経過したときに
書類の送達があったものとみなされる。また、納税者に交付すべき納税通
知書は、遅くとも、その納期限前 10 日前までに納税者に交付しなければ
ならないと規定されている。（法第 151 条第 2項） 
平成16年度の自動車税に係る1,031名分の公示送達が8月31日を納期
限に行われた。しかし、公示日が 8月 17 日であり、公示により相手に到
達したとみなされる日は 8月 24 日となる。そのため、納期限の 10 日前ま

再発防止策としまして、次の是正処理を実施し、事務処理のチェック
機能を強化しました。 
・関係事務担当職員への関係法令の再教育を行いました。 
・電算スケジュール案の立案時のチェックを確実に行えるよう仕組みを
改善しました。 
・電算システムでもチェックがかかるようシステムの変更を行いました。 
平成 18 年度は、電算スケジュール案の立案時、課税支援グループにお
いてもチェックを行いました。 
※平成 18 年度納期変更分：公示日 8月 14 日  納期限 8 月 31日 

 



でに納税の告知がなされなかったことから法第 151条第 2項に反し、納税
の告知は効力を有していないこととなり、当該課税の措置が適法な事務手
続となっていないことが判明した。 
県では今回の監査における指摘の後、直ちに法令に準拠するように納期
限を 9月 3日に変更し、滞納者に対する延滞金の計算をやり直し、過払分
を対象者に還付・充当した。 
 このような事態に陥った原因は、担当者の失念によるものと電算システ
ム上の納期限を 8月末日にすることがあらかじめ設定されていたためと
のことであるが、法的な要件を具備することそのものが要求されるような
事務手続が法的な要件を満たさなかったことについて、チェックが行われ
なかったことは残念である。 
この点については、監査時に入手した税務職員の初任者研修テキストに
も相当の紙面を割いて十分な説明がなされている。 
今後においても間違いに気がついたときには直ちにこれを修正するこ
とは勿論、間違いを起こさないような事務処理体制を構築する必要があ
る。【結果】 

（２）電算事務処理の複数年にわたる委託契約について 
 自動車税事務所では、課税データのエラー処理の事務や自動車税マスタ
ーの作成等の業務を民間業者に委託している。この委託業務契約は 58 ヶ
月の契約期間が設定されている。 
自治法上、長期に継続する契約は電気、ガスや水道のほか、不動産の賃
貸借等に限られており、これのほかには債務負担行為として、予算上の定
めが必要であるため、当該委託業務について県は債務負担行為として予算
に定めている。 
しかし、当該委託事務は単年度で終了するものであり、必ずしも長期の
契約をする必要がある委託業務とは思われない。この点について県では、
委託する業務の内容を一業者に一度説明すればその後契約年数にわたっ
て一定の品質が保てるなど効率的であるとともに、スケールメリットを発
揮させてトータルコストの縮減を図るために長期の契約としたと説明し
ている。 
一般的に複数年契約のデメリットとしては、長期契約に伴い、仕様、契
約内容等の契約締結後のチェックや見直しなどが不十分となり、競争原理
の後退を招くおそれが挙げられる。 
また、コスト面からの分析についても、当時の資料を見る限り十分に行
われていなかったものと思われる。 
今後、複数年契約を行う場合には、メリットとデメリットを明確にした
上で、本当に複数年での契約が必要かを十分に検討する必要があると考え

この委託業務につきましては、当初、長期契約によるコスト面からの
メリットがあると考え、５年間の契約としましたが、長期に渡ることに
より、業務内容等の変更に対応できないなどのデメリットもあることか
ら、次回から契約期間を１年間に見直します。 

 



る。【意見】 

（３）出張窓口開設時の危機管理の課題 
平成 13 年度から各県税事務所では、管轄内のショッピングセンターな
どに納期限前に出張窓口を開設している。県民の認知度が高まるにつれ
て、納税額が増加しており、納期内納付率の向上に一定の効果をあげてい
る。 
しかし、一方で、年々納税額が多額になるにつれ、納税された公金に関
する保管の安全面についての配慮の必要性が高まっていると思われる。現
在のところ各県税事務所の判断により配慮されているところであるが、そ
の取扱いは各県税事務所で差があり、統一された危機管理のマニュアルな
どが存在しない。 
また、公金の保管上の安全を図ることはもとより、職員の権限や責任が
曖昧のままでは、これを扱う職員にも過度の負担が生じてしまう。 
県税事務所の出張窓口において、金額に応じた公金の保管上の安全につ
いてのマニュアルなどを整備すべきである。【意見】 

納税された公金の安全対策について、基本的な危機管理マニュアルを
整備し、これを基に各県税事務所において地域の実情に応じた危機管理
対策として、各出張窓口へガードマンを配置しました。 
また、平成 19 年度から土日でも納付が出来るコンビニエンスストアで
の納付を実施することから、出張窓口については廃止することとしてい
ます。 

 

また、これらの出張窓口が効果を上げている背景には、納税機会の拡大
が周知されてきたことが挙げられると思われる。納税機会の究極的な拡大
はいつでも好きな時間に納税者が納税できる制度にすることである。コス
ト面だけにとらわれず、納税機会が飛躍的に増大し納税のためにわざわざ
余暇を削る必要がなくなるという県民の効用にも留意し、必要であれば民
間の仕組みを利用して、今後も納税機会の拡大方法について検討すること
が必要と考える。【意見】 

平成 18 年度からインターネット等を活用して自動車税を納付するこ
とができる電子納付システムを開始しました。 
また、平成 19 年度からは、電子納付ができる対象税目（個人事業税、
不動産取得税）の拡大やコンビニエンスストアを利用した自動車税の納
付など納付機会の拡大に努めます。 

 

２．軽油引取税 

（１）特別徴収義務者の申告書等未提出について 
 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日
までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量につき、
申告しなければならないとされている。なお、申告すべき数量がゼロの場
合にも申告しなければならないとされている（法第 700 条の 11、条例第
175 条）。 
県においては、県に申告すべき税がない状況が続いている県外業者に対
し、特別徴収義務者の消除申請を促しているところであるが、申告すべき
税額がない場合に申告がなされていないケースが散見された。 
また、軽油の引取りに係る主たる事務所・事業所が所在する都道府県知
事に対して申告書とともに報告書を提出しなければならないが、軽油の引
取がまったくなかったため、これら申告書等が提出されていないケースが
あった。 

該当者に対しては、すでに申告指導を行い、提出を受けました。 
また、各県税事務所において、申告状況表を作成し、申告書の提出状
況の管理を行い不申告の発生防止に努めました。 
なお、現在は、全ての特別徴収義務者から申告書等は提出されていま
す。 

 



特別徴収義務者に対しては全て申告書等を提出させる必要がある。【結果】 
（２）徴収不能額の返納額の誤りについて 
 軽油引取税は、特別徴収の方法を採用しており、担税者と納税者が一致
していないため、特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は
一部を受け取ることができなくなった場合又は徴収した軽油引取税額を
天災等により失った場合には、当該特別徴収義務者の申請によりすでに納
入されている税金の還付を求めることができるとされている（法第 700条
の 21 の 2、条例第 182 条の 2）。 
これにつき、徴収不能による還付事務が適正に行われているかについて
手続を実施したところ、徴収不能額の返納額の算定ミスが発見され更正決
定することとなった。 
これは算定ミスという単純なミスであり、金額的にも少額であったが、
事務処理手続として、担当者 1名で計算を実施しており、上司の確認が形
式的になってしまっていた可能性がある。現在も担当者 1名による計算結
果がそのまま還付金額として決定されており、今後も同様のミスが発生す
る可能性がある。申請様式の内容を検討するなどしてミスの防止を図られ
たい。【結果】 

ご指摘の誤りについては、更正決定により既に過還付分の納付を受け
ました。 
現在は、添付書類、確認事項、計算手順等を確認できるシートを作成
し、決裁時には二重チェックをするなど、再発防止に努めています。 

 

（３）複写免税証使用者の報告時の確認 
複写免税証とは、免税額の欄が白紙になっており、使用者側が免税数量
の記入を行う形式の免税証であり、現在、一部の漁業組合に交付されてい
る。複写免税証を交付した先についても、毎月の報告書が提出される際、
報告書に実際に購入した時の領収証を添付させ、実際の購入量と免税数量
の一致を確認することになっている（自治庁次長通達「地方税法の施行に
関する取扱いについて」（道府県税関係））。 
提出された報告書を閲覧したところ、報告書に領収証の添付がないもの
が散見された。領収証の添付は実際の購入量と免税数量の一致を確認する
ために重要な意味を持つため、領収証を添付するよう指導する必要があ
る。【結果】 

事務点検表のチェック項目に領収証添付の項目を加え、領収証等の添
付書類の確認を行いました。 
また、平成 18 年度、４県税事務所を対象に県税事務点検を実施したと
ころ、適正に事務処理されていました。 

 

また、複写免税証は正と副が一対となっており、使用者から副の提出を
受け、販売者から申告時に正を回収するが、正と副の数量の一致が確認さ
れていなかった。現在は、この免税証は複写になっておらず、正と副につ
いて、異なる数量の記入も可能であるため、報告書に「副」の写しを添付
させるなど正と副の数量の一致を確認する手続を取られたい。【結果】 

事務点検表のチェック項目に、正･副免税証の県総合税システムによる
確認項目を加え、複写免税証の適正な管理を行いました。 

 



さらに、一定量以上の免税軽油の使用者は毎月報告することになってい
るが、1年をまとめて報告している事例があったが、これについては、現
在は是正されている。県が一定量以上の免税軽油の使用者に毎月の報告を
求めているのは、実際の購入量と免税数量の一致を確認し、免税の措置の
妥当性を検証するためである。 
1 年分がまとめて報告された場合には、1 年を経過しないとその妥当性
が検証できないことになるのであるから、1年まとめて提出されることに
合理的な理由がない場合には、毎月の報告を促す必要がある。今後これに
従わない場合には、法の規定を厳格に運用するなどし、免税軽油使用者に
対し、指導する必要がある。【結果】 

事務点検表のチェック項目に報告書類の提出管理の項目を加え、適正
な使用状況の管理を行いました。 
また、平成１８年度、４県税事務所を対象に県税事務点検を実施した
ところ、適正に事務処理されていました。 

（４）調査の実施状況について 
 免税軽油の使用者に対する実地調査について、年間 12,000L 以上は年に
2回、年間 12,000L 未満については、年に 1回程度の調査を行うこととな
っている。（県総務部長通知「軽油引取税に係る免税証等の取扱いについ
て」）これは、免税軽油の使用状況を確認するため、重要である。 
しかし、慢性的な人手不足のため、現実には、免税軽油の使用者に対す
る調査は、税の更正決定可能な 3年に 1度のペースで調査を行っている。
調査対象者を選別し、調査頻度を高める必要がある。【意見】 

調査頻度を高めていくため、一律的な実地調査だけでなく、使用者の
状況に応じ、机上調査や申請時の簡易調査も実施しました。 
また、機械の確認、免税軽油の受払いや軽油の品質調査等現地でしか
行えないものもあり、年度当初に策定した年間調査計画により県税事務
所が税務調査プロジェクト調査支援グループと連携し、効果的な調査に
努めています。 

 

３．不動産取得税 

（１）お知らせ通知書について 
 承継取得の場合、お知らせ通知書は、納税者に対し納税額を事前に通知
する意味のほか、調査依頼文書としても積極的に活用されている。 
法務局での調査だけで課税に関して疑義が生じるものについて、納税者
に対して、文書で調査を依頼すること自体は、県税事務所の課税担当者の
事務効率の観点から合理性が認められる。 
しかしながら、不動産取得税の場合、納税者には税法の知識に乏しい一
般個人も多くいるので、県税事務所から、現行文面の通知書（本冊Ｐ72
図 1）が送付された場合、県が調査をし、その結果、税金が課されるとい
うのであるから、県がすることに間違いはないだろう、記載された税額を
納める義務があるのだろうと考えて、申し出をしない納税者もいることも
予想される。むしろ、このお知らせ通知書の記載文言からして、このお知
らせ通知書の送付自体が調査の依頼であると考える納税者の方が希では
ないかとさえ思える。 
 したがって、現行文言のままでお知らせ通知書を調査依頼文書として活
用することは、調査の実効性に疑問があるばかりか納税者の信頼も失いか
ねないので、調査依頼文書としてお知らせ通知書を活用するのであれば、

当該文書を調査依頼文書として使用しないこととし、税額のお知らせ
として送付することとしました。 
また、調査依頼については、別途作成することで対応を行いました。 

 



文言を改める必要がある。【意見】 
送付の時期についても、課税調査は、価格決定についての県税事務所長
の決裁前に行われることが不動産取得税課税業務管理規定に定められて
いるので、調査依頼文書としてのお知らせ通知書は、価格決定についての
県税事務所長の決裁が行われる前にされるべきである。この場合、県税事
務所の課税担当者の事務効率の観点から、従来のお知らせ通知書に代わる
調査依頼文書はシステムから自動的に出力できるようにするか、ひな型を
作成しておくことも必要と考える。【意見】 

当該文書を調査依頼文書として使用しないこととし、税額のお知らせ
として送付することとしました。 
また、調査依頼については、別途作成することで対応を行いました。 

 また、お知らせ通知書には、宗教法人、学校法人については、「本来の
事業の用途に供する場合には、税額が減額される。」と記載されているが、
社会福祉法人の場合には非課税の適用があり得ることは記載されていな
い。 
非課税の適用があり得る納税者には、等しくその主張や相談の申し出を
なしうるようにすることが公平であるから、記載する文言を工夫する必要
がある。また、「本来の事業の用途に供する場合には、税額が減額される。」
という記載内容は法及び条例と符合しないので、非課税という記載に改め
るべきである。【意見】 

当該文書を調査依頼文書として使用しないこととし、税額のお知らせ
として送付することとしました。 
また、調査依頼については、別途作成することで対応を行いました。 

（２）承継取得における未登記不動産の捕捉について 
 未登記不動産の捕捉については、年に 1 回期日を指定して市町村に赴
き、不動産の取得者が市町村に提出した家屋補充台帳登録名義人変更届、
固定資産所有者変更届等を調査することにより行っている。ただこの調査
は、平成 15年度以前は県税事務所ごとに独自に行っており、平成 16 年度
から全県税事務所で統一的に行われている。 
この未登記不動産の調査のうち平成 16 年 6 月以降の調査によって捕捉
された課税データ分が未だ電算登録されずに放置されていたケースがあ
った。適時に電算登録する必要がある。なお、本監査での指摘により、平
成 17 年 9 月に調定がなされている。【結果】 

今後は、捕捉データの処理を確認するため、賦課計画書の確認事項に
定期的に課税データ等の処理を行ったかどうかの項目を設け、チェック
を強化しました。 
また、業務手順の見直しを行い、年間賦課計画及びＩＳＯ内部監査の
チェック項目に未登記不動産の調査を追加しました。 

 



また、県税事務所によっては平成 15 年度以前には未登記不動産の捕捉
調査が行われていなかった所もあり、今回の調査により、不動産取得税の
賦課決定の除斥期間（5年）が経過している未登記不動産が多数認識され
た。これらの不動産については、市町村が不動産の取得を認識した時点で、
既に不動産取得税の賦課決定の除斥期間を経過しており、県税事務所が、
過去に未登記不動産の捕捉調査が行われていなかったために課税漏れと
なったものとはいえない。ただ、市町村の場合は未登記不動産を発見した
以降、毎年固定資産税を賦課することができるのに対し、不動産取得税の
場合は取得後除斥期間を経過すれば時効となり、賦課することはできない
ので、市町村に対して、未登記不動産の取得の早期発見に更なる協力をし
てもらうための働きかけが必要である。【意見】 

市・町とは今後未登記不動産に関し定期的に情報交換を行い、連携強
化を図ります。また、賦課計画書にも処理項目として追加しました。 

（３）申告について 
  不動産の取得者及び課税標準の特例等の対象者の多くが、税法の知識に
乏しい一般個人であることや、一部不動産業者を除いては不動産を取得す
ること自体が希なことであることなどから、期限内に申告がないことで課
税標準の特例を受けられないとすれば取得者に酷であると考えられるこ
と、他方で、申告がなくても調査により課税は適切にされていること、申
告がされたとしても調査自体はしなければならず申告は課税事務の軽減
につながらないことなどからすれば、「不動産取得税の課税標準の特例等
に係る事務の取扱いについて」通達により、不動産の取得に関する申告期
限後に特例の適用があるべき旨の申告がなされた場合でも、申告期限内に
申告がなされたものとみなして特例の適用をすること、及び、申告書の提
出がない場合でも、特例の適用があることが課税に関する調査及び資料等
により明らかなものについては、申告がなされたものとみなして取扱うこ
ととされている現行の課税事務の取扱いには合理性が認められる。 
ただ、滞納整理との関係で、納税者の申告に基づき賦課し、事後的に県
が調査をしてこれに基づき更正するという取扱いも課税客体の早期把握
及び早期賦課を行うための一つの方法として検討することも必要ではな
いかと考える。【意見】 

不動産取得税は普通徴収と規定され、課税庁の調査に基づく税額決定
を行わなければならず、申告だけによる課税は制度上行うことができま
せん。具体的には、申告書の提出があった場合でも、所有権移転の事実
確認や、課税標準となるべき価格の調査を行う必要があり、ご指摘の課
税方法につきましては実施が困難です。 

 

（４）滞納について 
  不動産取得税の滞納状況からすると、平成 16 年度の滞納整理実施要領
において、重点税目の一つと定められたことには合理性が認められる。 
ただ、課税客体の早期把握及び早期賦課を行い早期に滞納整理に着手す
ることについて、全ての課税客体について一律にかつ大幅に賦課までの期
間を短縮することは、今後、法務局から電子データのまま直接入手できる
ようになるなどしない限り困難であると思われる。よって、現行の事務手
続を前提にして賦課までの期間を短縮しようとすれば、法務局の登記申請

税額の大小は滞納傾向とは直接関連はなく、それにより課税時期を調
整することは、税の公平性から問題があります。 
また、多い月では数百件にも上る課税件数を抱える事務所の実態から
みても、税額により事務を区分することは、正確性・効率性・迅速性の
観点から現時点では実施が困難です。 
 現在の法務局で閲覧する方法では、法務局の事務処理等の進捗状況に
よりますが、可能な限り早期調査を実施し、早期課税を行います。 

 



書調査以後、税額等区別の基準を設けて、賦課までの期間に係る課税手続
を区別することも必要と考える。【意見】 

 

４．個人事業税 

（１）定期課税遅れについて 
 税務署から写し取りした課税資料を精査した結果、内容に不明点が出て
きた場合、納税義務者に対し照会文書を送付し一定期限内の回答を求めて
いるが、賦課決定を行う日までに回答がない場合において、結果的に定期
課税に間に合わず、随時課税となっているケースが見られた。 
回答期限を過ぎた照会文書の取扱いについて統一する方法を検討すべ
きである。【意見】 

税務署調査の時期を早め、不明事項に関する照会調査時期を早めるよ
うに事務処理スケジュールを検討します。 
不明事項に関する照会調査は、適正課税を行うためには不可欠であり、
また、その内容も一様でないため、回答期限を過ぎた場合の取扱いを統
一することは困難です。 

 

（２）不動産貸付業、駐車場業等の認定事務について 
 不動産貸付業・駐車場業の認定事務については、実態が不動産貸付業・
駐車場業に該当するかどうかについて調査するため、「認定基準確認表兼
調査書」を作成し、3年の間に一度は貸付内容等の確認を実施することと
なっている（県総務部長通知「不動産貸付業・駐車場業の認定事務につい
て」）。これは、認定基準の捉え方が複雑であるために変動する課税情報を
継続して管理把握する必要があるとの趣旨からである。しかし事務のシス
テム化以降「認定基準確認表兼調査書」は作成されていない。現在はシス
テム帳票としての「調査書兼入力票」で管理把握されているが、貸付不動
産の規模、賃貸料収入及び管理の状況等の課税情報の記載内容が以前の様
式のように標準化されていない。 
総務部長通知の趣旨を没却しないよう「調査書兼入力票」の課税情報欄
への記載方法をルール化する必要がある。【意見】 

昭和 57 年 4 月 15 日付け総務部長通知において「認定基準確認表兼調
査書」で貸付物件・貸付件数等を管理することとなっているものを、平
成18年 5月 1日付け事務連絡により課税に必要な事項を電算システム課
税情報欄へ登録することにより「認定基準確認表兼調査書」の作成に代
えても差し支えないこととし、貸付物件・貸付件数等の管理の統一を行
いました。 
また、平成 18 年度、４県税事務所を対象に県税事務点検を実施したと
ころ、事務連絡のとおり事務処理されていました。 

 

５．ゴルフ場利用税 

（１）等級決定基準の見直しについて 
  等級決定基準表は、利用料金等を算定基準として等級が決定される仕組
みとなっており、利用者が支払う料金から、キャディーフィー等選択性の
ある料金を除いた金額を基に税率が決定され課されることになっている。 
 しかし、近年、カートフィーなどの内訳が不明瞭なパック料金制度が登
場し、控除となるカートフィー等を高額に申請することにより、等級を低
く申告するなどの不正の余地が生じることも考えられる。その対応とし
て、津総合県税事務所では、現行の等級決定基準を補完するものとしてパ
ック料金の場合の取扱いを平成 16 年度より定めている。 
津総合県税事務所の取扱いは、パック料金が設定された場合のものであ
り、パック料金を利用した等級の不正は現在ないとしても、どの県税事務

パック料金に対応した等級決定基準は、東海四県税務主管課長会議で
の情報収集や石川県の全国照会等で確認しましたが、パック料金に対応
した等級決定基準を採用している都道府県はありません。 
津総合県税事務所では、現行の等級決定基準では対応できないパック
料金のみを利用料金に設定している場合について、税の公平性の観点等
を考慮し、現行の等級決定基準を補完する取扱いを定めているところで
す。 
津総合県税事務所が定めている等級決定基準を基本に、パック料金の
みを利用料金に設定している場合の取扱いを定めます。 

 



所においても起こりうる問題であるため、今後は他の県税事務所において
も同様の対応を検討しておく必要がある。等級決定基準については、利用
料金により等級の決定を行うこととし、利用料金については、ゴルフ場の
利用について、その対価又は負担として支払う一切の金額とすることが公
平性の観点から望ましい。【意見】 

６．個人県民税 

（１）徴収率の低い市町村への対応について 
 県の個人県民税の徴収率は、全国との比較において低い順位となってい
る。また、各市町村の平成 16 年度の個人県民税の徴収率は、最高の自治
体と最低の自治体の間に 24.8 ポイントの開きがある。個人県民税は、住
民にもっとも近い自治体として市町村が賦課徴収権をもっている。個人市
町村民税とともに「住民である」ことに課され、「住民」が自治体の行政
経費を負担しあうための税であり、自治体からの行政サービスの提供を受
ける権利とともにその負担として公課を負担する義務を負うものである
ことからすると、これほどの乖離は、税の公平性の観点から問題であると
考えられる。 
今後、徴収率の低い市町村の自主的な徴収努力が益々必要になってきて
おり、県として直接的間接的な徴収促進策を積極的に活用し、県全体の徴
収率を引き上げる必要がある。【意見】 

個人県民税の徴収率を向上させていくため、次のような市・町支援を
行います。 
・県税滞納整理併任職員の派遣 
・滞納整理研修の充実 
・三重地方税管理回収機構との連携 
・地方税法第 48 条の県による個人県民税の徴収及び滞納処分の実施 

 

７．法人県民税・法人事業税 

（１）未登録法人調査について 
 未登録法人調査については、担当者間での引継ぎが十分でなく、調査表
にその記載のないものが見られた。また、現地調査等を行わなければなら
ない未登録法人が一覧できるようなリストが作成されておらず、調査担当
者以外の者が未登録法人調査の現状を把握することが困難となっている。 
未登録法人調査にあたっては、担当者以外の者も未登録法人調査の現状
を把握できるように未登録法人の一覧表を作成するとともに、調査支援グ
ループなどが調査を行った場合には、各県税事務所担当者との十分な連携
を行うようにすべきである。また、上席者による定期的なチェックを行う
必要がある。なお、既に一部事務点検表により体系的なチェックを行いつ
つあるが、より充実されたい。【意見】 

未登録法人の現状が把握しやすい一覧表を作成しています。 
事務点検表によるチェックについて、その徹底を図るとともに、チェ
ック体制の強化を図っています。 
年度当初に策定した年間調査計画により県税事務所が税務調査プロジ
ェクト調査支援グループと連携し、効率的な調査を実施しています。 

 

（２）不申告法人調査について 
 不申告法人の調査については、年度当初計画されている現地調査件数よ
り実際に実施した調査件数が大幅に下回っている事務所があった。 
業務の効率化の観点から、現地調査等については年間計画を立てて適切

事務点検表によるチェックについて、その徹底を図るとともに、チェ
ック体制の強化を図っています。 
年度当初に策定した年間調査計画により県税事務所が税務調査プロジ

 



に実施されることが必要である。今後は適切な年度計画の策定が望まれ
る。【意見】 

ェクト調査支援グループと連携し、効果的な調査を実施しています。 

（３）分割法人人員調査について 
 分割法人人員調査の手続自体は適正であったが、一部の県税事務所で不
申告法人調査と同様に実際の調査件数が年度計画で計画されていた調査
件数を大幅に下回っていた。 
正社員から派遣社員への移行、支店・支社の統廃合等が続いており、年
度計画を適切に策定し、調査を実施することが必要である。【意見】 
なお、（２）（３）についても、平成 16 年度からの事務点検表の導入に
より、適切な計画にむけての取組みがなされているが、今後はさらにその
取組みを充実されたい。 

事務点検表によるチェックについて、その徹底を図るとともに、チェ
ック体制の強化を図っています。 
年度当初に策定した年間調査計画により県税事務所が税務調査プロジ
ェクト調査支援グループと連携し、効率的な調査を実施しています。 

 

８．県たばこ税 

（１）卸売販売業者等に対する調査について 
 県は、卸売販売業者等の申告内容の適正性に関する調査を特に実施して
いない。業者の申告を信頼し、これを是認していることになる。 
県の調査によると全国的にも調査していない状況とのことであるが、適
切な申告を確保するためには、他県に主たる事務所及び事業所の所在する
卸売販売業者等の調査を実施すべきであり、必要に応じて質問検査権（法
第 74 条の 7）を行使することも検討するべきである。 
また、県が、他県に主たる事務所及び事業所の所在する卸売販売業者等
の調査を実施することが非効率であるならば、当該他県に調査を正式に依
頼し、その調査結果の報告を受けるなどの方法で他県との連携を深めるこ
とを検討すべきである。【意見】 

県外の大手卸売販売業者等に対し、適正申告の指導を兼ね帳簿調査を
実施しました。注文→納品→申告までの事務処理の概要を聞き取ったう
えで、たばこ税の申告システムから出力された帳票により調査を行った
結果、都道府県別の集計、課税標準及び税額の計算は適切に行われてい
ることを確認しました。 
国たばこ税との突合については、課税時期や課税地が地方分と異なる
ため、不可能であることも確認しました。（国税の課税時期：輸入たばこ
は通関時、製造たばこは流通基地からの出荷時） 
東京都主税局において調査実績を確認したところ、不申告業者やたば
こ流通情報管理システムにおける不突合が大きい業者に対し調査を実施
している状況です。 
今後は、関係都道府県と連携し、たばこ流通情報管理システムを活用
した調査や不申告業者に対する調査を行っていきます。 

 

（２）課税標準数量がない場合の取扱いについて 
 法第 74 条の 10 第 2 項及び条例第 79 条の 3第 2 項の規定によると、県
内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から
末日までの間における申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべ
き課税標準数量がない場合においても、申告書を知事に提出しなければな
らないとされている。 
これに対して県は、県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業
者等であっても、課税標準数量がない場合については申告書の提出は求め
ていなかった。また、当該卸売販売業者等の過少申告に対する調査も実施
されていなかった。 

申告書の提出をチェックするため提出状況表を作成し、事務点検表に
不申告チェックの項目を追加しました。 
県内の卸売販売業者については、申告指導を兼ね調査を実施しました。
現在は、たばこの輸入はなく申告税額がない状態が続いていますが、 
期限内に申告書を提出するよう指導しました。 
今後も必要に応じ適宜調査を行っていきます。 

 



県では、今回の監査における指摘の後、直ちに当該卸売販売業者に赴き
販売実績等の調査を行い申告指導を行った。その結果、課税標準数量がな
いことが確認できたので、法の規定に基づき当該卸売販売業者から申告書
の提出を受け、以降も毎月申告書の提出を受けている。 
今後は、このようなことが再度起きないように、申告内容が実態に合致
しているかの調査を定期的に行うようなルールを検討すべきである。 
【結果】 

Ⅲ．三重県総合税システムに関する情報セキュリティ監査の報告事項 

１．情報資産の分類と管理 

（１）外部事業者との間における情報資産の受渡しに関する規制の強化 
  総合税システムの運用業務においては、外部記録媒体に関する受渡しを
外部事業者と行っている。 
 県が保有する重要な情報資産が万一漏洩した場合、その漏洩経路を明確
にし、防止策を新たに策定するとともに、責任の所在を明確にすることが
重要となる。そのため、どの外部事業者にどのような情報資産を渡したか
を把握できる管理簿を作成することが望ましい。 
また、重要な情報資産が外部事業者への送付中に紛失、漏洩する危険性
を軽減するため、開封が可能な物が用いられている外部事業者との間にお
ける重要な情報資産を記録した外部記録媒体の受領に関し、より厳重な保
護措置の実施可否を検討することが望ましい。【意見】 

外部事業者（２社）との外部記録媒体の受渡に関しての管理簿を平成
18 年度から作成しました。 
また、開封可能な物を利用していると指摘された郵政公社については、
郵政公社のシステム上、その方法以外は認められていません。 
ただし、配達証明などの措置により、情報資産の受渡しに関し、保護
されていると判断しています。 

 

（２）常駐外部委託事業者による情報資産の持ち出しに関する規制の強化 
  総合税システムに関連する業務のうち、システムの開発・維持管理業務
に関する外部委託事業者が常駐している。 
常駐する外部委託事業者の作業場所を特定しないことにより、作業場所
とは特定の室なのか、特定の建物なのか、外部委託事業者の事業所を含む
のかなどの解釈にずれが生じ、不正又は誤認により県が承認しない機密情
報の外部への持ち出しが行われてしまうおそれがある。そのため、総合税
システムの開発・維持管理業務に関する委託契約書上、常駐者の作業場所
を明示することが望ましい。【意見】 

平成 18 年度の契約から、システム開発、維持管理業務に関する常駐者
の作業場所（事務室、マシン室、プリンタ室）を規定しました。 

 

（３）外部委託事業者に渡した情報資産の保管に関する規制の強化 
  総合税システムにおいては、データ入力に関わる業務に関しては 2社、
帳票出力・封入封緘業務に関しては 1社の外部事業者にその業務を委託し
ており、当該事業者の事業所において県の機密情報が保管されることにな
る。 
機密情報の保管場所が県庁舎内であっても、外部委託事業者の事業所で
あっても、県が保有する機密情報である以上、県の責任において厳重に管

データ入力の１社及び封入封緘業務については、契約書に機密情報管
理条項の記載があるものの、具体的な保管場所及び方法について書面を
持って合意しました。 
なお、データ入力のあと１者である郵政公社については、利用者（県）
の申請方式である郵政公社のシステム上、契約・協定を結ぶことができ
ないため、書面による合意は困難です。 

 



理すべき点において相違はなく、万一機密情報が外部委託事業者より漏洩
した場合においても、県が負うべき責任は軽減されるものではない。その
ため、機密情報の保管場所及び保管方法につき特段の合意のないデータ入
力に関わる業務及び帳票出力・封入封緘業務に関する外部委託事業者との
間に締結した確認書・契約書において、受渡した機密情報を適切に管理す
べき旨の条項を追加するとともに、具体的な保管場所及び保管方法につい
て別途書面により合意することが望ましい。【意見】 

ただし、郵政公社自身の「職員情報保護管理手続きの運用」、「東京貯金
事務センター情報セキュリティ管理細則」等にてコンプライアンスが徹
底されているため、保管に関する規制強化は達成されていると判断して
います。 

（４）情報資産の管理方法の強化（電子データ） 
  総合税システムは、専用端末からのみ利用が可能なシステムであり、当
該端末以外において総合税システム上の情報を利活用しないことが原則
とされている。 
 機密情報の流出経路を可能な限り限定する観点から、総合税システムに
おいて以下の施策につき検討するべきである。 
・データファイルの出力が業務上必要な帳票の見直し（データファイルの
出力機能を有する約 100 種類の帳票を必要最低限の種類に絞り込み、帳
票や総合税システム上の画面による代替を図る）。 
・データファイルのダウンロードが可能なユーザの限定。 
・外部記録媒体を使用する端末の制限。 
・ファイルサーバにおける当該データファイルの管理に関する手順書の 
作成（過去ファイルを速やかに削除するための手続、バックアップ取
得・保管ルール、他の端末への移動の禁止等）。 
・データファイルの移動において使用する外部記録媒体の管理に関する 
手順書の作成（使用する外部記録媒体の特定、ファイル移動における切
取り機能の利用、当該媒体の保管ルール等）。【結果】 

 総合税システムから出力されるデータファイルなど情報資産の管理方
法について、機密情報の流出経路を可能な限り限定するため、指摘を受
けた事項について検討し、不要な帳票の削除及び手順書等の作成を行い
ました。 
 また、データファイルをダウンロードできるユーザの限定及び外部記
録媒体の端末制限については、ユーザを県税事務所に限定していること
と、システム変更に多大な経費を要することから、総合税システム情報
セキュリティマニュアルで取扱いを徹底しました。 

 

（５）情報資産の管理方法の強化（用紙/帳票） 
 機密情報の不正な流出の防止、機密情報漏洩時における負担すべき責任
の限定、虚偽の資料・帳票が外部において作成される危険性を軽減する観
点から、以下の施策につき検討することが望ましい。 
・総合税システムより出力された紙媒体による機密情報は、プリンタ室 
や他の事務所との共有の室に保管せず、総合税システム専用の常時施錠
された場所に保管する。 
・廃棄する機密情報に係る出力情報の廃棄記録を作成・保管する。 
・県の公印が押された専用用紙についても総合税システムより出力され 
た紙媒体による機密情報と同様の厳重な管理を行う。【意見】 
 
 

・機密情報を保管する専用の場所の確保は物理的に不可能なことから、
鍵付きのロッカー等で保管します。 
・平成 18 年度からは「情報資産管理簿」を作成していることから、その
中で廃棄記録も管理します。 
・公印が押された専用用紙についても、機密情報と同様に鍵付きのロッ
カー等で保管します。 

 



２．物理的セキュリティ 

（１）電子計算機室等の入退室管理の強化 
 総合税システムのセンタサーバなどが設置されている電子計算機室等
における入退室管理に関しては、「吉田山会館電子計算機室及び関連施設
入退室管理要領」（以下「入退室管理要領」という）にて一定の管理事項
が定められ、これに基づき入退室管理が行われているが、電子計算機室等
の入退室が可能な権限者に関する最新の情報を常時把握し、無権限者によ
る機密情報へのアクセスを防止する観点から、以下の施策につき検討する
ことが望ましい。 
・電子計算機室等の施設が、他組織が管理するシステムと共同で使用さ 
れていることを踏まえ、当該施設の一義的な管理者を明確にした上で、
「入退室管理要領」に記載する。 
・「入退室管理要領」において、入室証の返還に関する手続を定めると 
ともに、入退室が可能な要員の見直しを定期的に行う。 
・入退室管理システムより登録情報のリストを出力するとともに、管理 
簿との照合を定期的に実施した上で、当該照合結果につき電子計算機室
の管理者等による承認を行う。【意見】 

電子計算機室等の入退室管理を強化するため、一義的に管理者を明ら
かにし、入退室要領に記載いたしました。 
また、平成 19 年度から入室証の有効期限を設定し、返還手続きを追加
することとします。 
入退室管理システム（指紋認証）については、登録情報と管理簿との
照合作業を定期的に行います。 

 

（２）ネットワーク（配線）の管理の強化 
 総合税システムへの承認されない不正なアクセスを制限する観点から、
総合税システムのネットワーク接続に利用するハブなどの通信関連機器
に関し、以下施策につき検討することが望ましい。 
・床下等利用者等が容易に触れることができない場所への設置 
・ネットワーク接続口におけるすべての空きポートの閉鎖【意見】 

各庁舎の床の構造上、床下などに設置することが不可能なため、ハブ
に対して空きポートを使用しないよう、セキュリティマニュアルに記載
しました。 

 

３．人的セキュリティ 

（１）利用者向けの情報セキュリティに関するマニュアルの作成 
 総合税システムは、全ての県税事務所の職員が利用者である。このこと
を踏まえれば、総合税システムの利用において遵守すべき事項を包括的に
取りまとめた手順書が作成されるべきであるが、現状 IC カードなど一部
の取扱いを除き、情報セキュリティに関するマニュアルが策定されていな
い。 
総合税システムの利用に係るセキュリティ水準を一定以上に確保する
観点から、利用者に対し、遵守すべき事項を包括的に取りまとめた情報セ
キュリティマニュアルを作成することが望ましい。【結果】 
 
 

総合税システム情報セキュリティマニュアルを整備しました。  



（２）教育・訓練の実施 
 県において、IT 利活用推進本部が情報システム全般のセキュリティに
関する概括的な研修を実施している。しかし、情報システム管理者や情報
セキュリティ責任者等による総合税システム固有の情報セキュリティに
関する教育・研修等は特段確認されなかった。 
上記（1）のマニュアルを踏まえ、情報システム管理者及び情報セキュ
リティ責任者は、総合税システムの利用において必要な情報セキュリティ
に関する教育・研修等を継続的に実施することが望ましい。【意見】 

総合税システムの利用に係る情報セキュリティ研修を実施しました。  

４．技術的セキュリティ 

（１）コンピュータウィルス対策の強化 
 総合税システムのセンタサーバの当該 OS は、その他の OS に比べてコン
ピュータウィルスによる被害を受ける可能性は相対的に低いといえる。さ
らに、総合税システムはインターネットにも接続されておらず、ウィルス
の感染経路が少ないことから、ウィルスの脅威にさらされるリスクは相対
的に低いといえる。しかし、当該センタサーバには、県の税務業務に関す
る重要な情報が多く存在し、万一コンピュータウィルスの被害にさらされ
たときの影響の重大性は非常に高いこと、近年、当該 OS を標的としたコ
ンピュータウィルスも増加しつつあること、当該 OS に対応したウィルス
対策ソフトは市場においても販売されており、その入手は特に困難ではな
いことを考慮すると、センタサーバにおいてもウィルス対策ソフトを導入
するべきである。 
また、コンピュータウィルスのパターンファイルは頻繁に更新されるも
のであり、ウィルス対策ソフトは、パターンファイルに存在しないウィル
スに対しては無力である。そのため、税務端末にインストールされるパタ
ーンファイルが常に最新の状態であることを確保する必要がある。当該観
点から、税務政策室電算グループは最新のパターンファイルのバージョン
を定期的に把握し、外部委託事業者より報告された各税務端末のバージョ
ンが最新のものであることを確認するべきである。【結果】 

センタサーバについて、平成 18 年度に当該ウィルス対策ソフトの導入
を行います。 
また、職員にて税務端末のパターンファイルについて、定期的に把握
し、外部委託事業者より報告されたパターンファイルのバージョンが適
正かチェックを行います。 

 

（２）機器設定等に関する検討の必要性 
 総合税システムが稼動する各サーバ、端末において、セキュリティホー
ルとなりうる要因を可能な限り排除する観点から、維持管理業務を委託す
る外部事業者に対し、サーバや端末には必要なユーティリティソフトウェ
アだけがインストールされていることを書面により確認することが望ま
しい。【意見】 
 
 

運用において必要なユーティリティソフトのみがインストールされて
いることを書面により確認しました。 

 



（３）管理者権限の ID に対する管理強化 
 総合税システムにおいて、センタサーバ、部門サーバ、各サーバ上のデ
ータベース、各税務端末において管理用の ID が設定されている。これに
対し、各管理用の ID の利用可能なメンバーを記載した名簿が作成される
など、一定の管理状況が認められるが、総合税システム(本稼動) におけ
る管理用の ID の無権限者による利用を排除する観点から、以下の施策に
つき検討することが望ましい。 
・不要な管理用の IDは削除する。 
・本稼動システムの管理用の ID、パスワードは開発用システムと明確に 
分離し、開発業務や維持管理業務の外部委託事業者に管理用の ID を付
与する場合に、業務権限を超えた範囲でのシステム権限が付与されない
ようにする。 
・管理用の ID は情報システム管理者が管理し、開発業務や維持管理業務
の外部委託事業者が利用を必要とする場合のみ、申請に基づき貸与する
とともに、利用後は情報システム管理者がパスワードを変更する。 
・システム上デフォルトで作成されている管理用の ID のパスワードの変
更を必ず要求する。【結果】 

・不要な管理者 ID の削除を行いました。 
・開発業者への ID貸与については、業務ごとに、その業務範囲を限定す
るなど権限の見直しを行いました。 
・管理用 ID については、管理簿を整備するとともに、申請に基づき貸与
し、利用後はパスワードを変更することとしました。 
・システム上デフォルトで作成されている ID のパスワードの変更を委託
業者に対して書面で要求し、対応しました。 

 

（４）開発要員による本稼動システムへのアクセス制限 
 本番データへの無権限者によるアクセスを制限する観点から、以下の施
策につき検討することが望ましい。但し、従前の実務上の業務運営との連
続性やトラブルへの迅速な対応、さらに効率的な開発・維持管理の実施と
いう観点を勘案すると、以下の施策を実行するには相当の困難が伴うこと
も想定される。したがって、施策の実施可能性に関しては慎重な判断が必
要となる。 
・開発要員に対し、本稼動システムのネットワークにログインするため 
の IC カードを付与しない。 
・本稼動システムと開発・テスト用システムにおいて異なるアクセス権 
限を設定し、開発要員には開発・テスト用システムへのアクセス権限の
みを付与することにより本稼動システムへのアクセスを制限する。 
・開発用システムへの本番データの移行を原則禁止とする。 
・開発用システムへの本番データの移行を例外的に認める場合、機密情 
報にあたる項目を別の情報に置き換える処理を設ける。また、情報シス
テム管理者の承認を得るとともに、利用後における当該本番データの速
やかな削除及び削除した旨を記載した書面を入手する。 
・本稼動システムとテスト用システムとの間の同期処理を行う場合にお 
いて、機密情報にあたる項目を別の情報に置き換える処理を設ける。 
【意見】 

円滑な開発、テストを進めるため、開発用システムには本稼働システ
ムと同一の環境を日次で移行させていますので対応は不可能です。 

 



（５）ユーザによる総合税システムのアクセスに関する規制の強化 
  総合税システムの利用権限を有しない者による総合税システムへのア
クセスを厳重に制限する観点から、以下の施策を実施することが望まし
い。 
・総合税システムの利用者に対し、離席時には総合税システムをログオ 
フする運用を徹底させる。 
・総合システムのログオフ時に遷移するログイン画面上、前回ログイン時
のユーザ ID、パスワードをクリアするように機能を修正する。【結果】 

総合税システム情報セキュリティマニュアルに記載し、徹底しました。 
また、ログオフ後に遷移するログイン画面のパスワードをクリアする
よう、対応いたしました。 

 

（６）外部ネットワークとの接続における安全性の確保 
 総合税システムに対する不正若しくは誤ったアクセスを制限する観点
から、総合税システムの各セグメントのルータやスイッチングハブなどに
おいて最低限必要なフィルタリングの設定を行い、県行政 WAN上の膨大な
通信のうち、総合税システムに関係しないものを極力排除するような処置
を施すべきである。【意見】 

サーバに対する不正または誤ったアクセスを防ぐため、税務専用パソ
コン以外からのアクセスを不可能としました。 

 

（７）外部ネットワークとの接続に関する承認 
  総合税システムにおける業務上の必要性のため、データ入力に関わる委
託会社 1社と、自動車会議所（2ヶ所）が総合税システムのネットワーク
と直接接続されている。 
万一総合税システムと外部ネットワークとの接続に関する重要な問題
が生じた場合における責任の所在を明確にする観点から、総合税システム
における現時点の外部との接続に関し、必要な協議を経た上で、ネットワ
ーク管理者の承認を文書により得ることが望ましい。【意見】 

外部ネットワークとの接続に関し、ネットワーク管理者と協議を行い、
ネットワーク管理者の承認を文書にて得ることとしました。 

 

５．委託管理 

（１）常駐外部委託事業者に対する監視の強化 
 総合税システムに関連する業務のうち、システムの開発・維持管理業務
に関する外部委託事業者が常駐している。 
常駐者の作業場所を、県の職員等が作業状況を確認できる場所に限定す
ることが望ましい。【意見】 

現在の執務環境では、常に県職員が作業状況を確認できる場所に限定
することは、困難であることから、平成 18 年度より、常駐者の作業日報
の提出を求め、これに基づき職員が作業状況を確認することとしました。 

 

（２）委託先及び再委託先による確実な業務の履行の確保に関する規制の強化 
 総合税システムにおいて、システム開発、維持管理、帳票出力、リース
機器の保守、データ入力に関わる業務につき、複数の事業者への外部委託
を行っている。 
 外部委託先及び再委託先による業務の確実な履行を確保する観点から、
以下の施策につき検討することが望ましい。 
・委託先及び再委託先を含む、委託契約に基づく業務に従事する要員に 
関する最新のリストの入手。 

・平成 18年度契約より、常に委託業務の従事者が把握できる最新リスト
を入手しています。 
・平成 16年 11 月 17 日以後の契約については、再委託承認申請書を受理
しています。 
・平成 18年度契約より再委託先に対しても、原契約の確実な履行が保証
される条項を追加しています。 

 



・総合税システムに関する業務を委託する外部事業者に対し、再委託を 
承認する場合における申請に関する書面の入手。 
・特に再委託先が多い情報システムの開発、維持管理業務の委託先との 
契約における、再委託先に対しても原契約の確実な履行が保証されるた
めの条項の追加。【結果】 

（３）契約条項の見直し 
 総合税システムにおいて、システム開発、維持管理、帳票出力・封入封
緘、リース機器の保守、データ入力に関わる業務につき、複数の組織への
外部委託を行っている。 
 協定書の記載事項に不足が見られたデータ入力に関わる業務において
万一問題が生じた場合に責任の所在を明確にする観点から、下記の必要事
項を含んだ協定書又は契約書の締結可否を検討することが望ましい。 
・機密情報が当該外部委託事業者の事業所において保管される場合にお
ける、保管場所及び保管方法に関する記載 
・個人情報の取扱いに関する記載 
・作業者の名簿及び契約に定められた資格を事前に提出させる旨の記載 
・守秘義務に関する記載 
・機密情報の複写又は複製の禁止に関する記載 
・不要となった機密情報の廃棄・焼却・返却に関する記載 
・外部への持ち出しを原則として禁止する旨の記載【意見】 

指摘された記載事項の不足とは、郵政公社との業務に関するものとな
りますが、利用者（県）の申請方式である郵政公社のシステム上、契約・
協定を結ぶことができません。 
ただし、郵政公社自身の「職員情報保護管理手続きの運用」、「東京貯
金事務センター情報セキュリティ管理細則」等にてコンプライアンスが
徹底されているため、機密情報等に関する規制強化は達成されていると
判断しています。 

 

６．運用におけるセキュリティ 

（１）障害管理の強化 
  総合税システムにおいて発生した障害を網羅的に管理するという観点
から、外部委託事業者において発生が確認された障害も含めた総合的な障
害の記録・報告手続を整備することが望ましい。そのためには、以下の施
策につき検討することが望ましい。 
・外部委託事業者より、総合税システムにおいて発生したすべての障 
害に関し、書面による報告を受ける。 
・発生した障害を影響の重大性に基づいて分類するための障害レベル 
を設定するとともに、障害レベルに応じた報告手続を定める。 
・月間、年間等、定期的に障害の発生に係る統計に基づく報告を受ける。 
・発生した障害の原因や傾向の分析を行い、適切な障害対策の策定に役 
立てる。【結果】 

総合税システムにおいて発生した全ての障害について、外部委託業者
から報告を受けるよう報告手続の整備を行いました。 
また、報告手続による報告を元に、障害の原因や傾向の分析を行い、
障害対策を行っています。 

 

（２）総合税システムの管理者が実施すべき情報セキュリティに関する管理マニュアルの整備 
 総合税システムにおいて、情報システム管理者が情報セキュリティを推
進する上で必要な施策や考慮すべき事項等に関する部分的な内容を記載

総合税システムに係る情報セキュリティマニュアル[管理者編]の整備
をしました。 

 



したガイドラインは存在するものの、それらの内容に関する包括的な管理
マニュアルは整備されていない。 
総合税システムの管理者が情報セキュリティに関する施策を漏れなく
継続的に実施する観点から、総合税システムの管理者が実施すべき事項を
包括的に定めた管理マニュアルを整備することが望ましい。【意見】 

税外収入に関する外部監査の結果 

１．地方税の延滞金 

（１）延滞金の把握 
 税務政策室に集計を依頼した結果、平成 16 年度末の本税が完納された
ことによりその金額が確定した延滞金は約 5 億 2 千万円、平成 16 年度中
の延滞金の不納欠損額は約 10億 1 千万円となっている。 
滞納している本税については税目別に収入未済額及び不納欠損額が公
表されているが、本税が完納されたことによりその金額が確定した延滞金
は調定の必要がないため、統計数値として公表されていない。本税であれ
延滞金であれ地方団体の徴収金に変わりはなく、徴収状況を把握する必要
がある。【意見】 

延滞金については、本税徴収時に併せて徴収することを徹底しました。
また、未納となった延滞金についても、徴収を進めていくために徴収 
状況の把握を行いました。 

 

（２）延滞金の管理状況 
滞納が発生すると滞納整理票が発行され地区担当者ごとに整理される。
本税が滞納されている間は、この滞納整理票に基づいて延滞金が管理され
ている。 
一部の県税事務所では独自の判断で本税完納後、延滞金のみの滞納整理
票を用いていたが、ほとんどの県税事務所では整理されていない。また電
算システムには当然延滞金のデータが保存されているため、定期的に電算
システムから出力される滞納繰越一覧表を基に延滞金のチェックを行う
ことは可能である。これも一部の県税事務所で実施されていたに留まり、
ほとんどの事務所では有効利用されていない。滞納繰越一覧表を基に延滞
金の徴収チェックを行う必要がある。【結果】 

滞納繰越一覧表及び延滞金発付リストを使い、延滞金の徴収チェック
を行いました。 
また、本税完納後延滞金のみが滞納となっているものについて、リス
トを作成し、各所に配布しました。 

 

本税であれば納税通知書、督促状、催告状等、複数回にわたって納税者
との接触を図る仕組みができているが、延滞金の場合は本税が完納される
と翌月 20 日頃に延滞金の納付書が発付されるのみである。平成 14 年度か
らは本税において督促状が発付されていない場合、翌々月 20 日頃に督促
状が発付される仕組みに変更している。本税の期限内納付を高めるための
制度として本来の機能を発揮させるために延滞金を完全に徴収するため
のさらなる努力が必要である。【結果】 
 

延滞金については、本税徴収時に併せて徴収することを徹底しました。
また、未納となった延滞金についても、引き続き滞納整理小票により 
管理し、徴収を進めています。 

 



２．産業廃棄物の不法投棄に係る行政代執行弁償金 

（１）財産調査 
行政代執行事案においては金融機関に対して、現在まで毎年、財産調査
を実施しており、亀山市楠平尾事案においては、平成 17 年 2 月の財産調
査では証券会社保管の本人名義株式が発見されている。これは、従前より
確認先金融機関を増加させた効果が出たものと認められる。 
ただ、平成 15 年度において実施した件数のうち未回答となっている先
が 5 件、平成 16 年度においては 9件あり、実施した財産調査の結果につ
いては、全件回答を入手し、捕捉漏れを防止する必要があると考えられる。
また財産調査は金融機関から預金残高の報告を求めているのみであるが、
一定期間の入出金履歴の報告も求め、資金の流れを調査することも検討す
べきである。【結果】 

平成 18 年度は、全ての調査対象金融機関から回答を得ました。 
 また、預金が確認できた金融機関については、一定期間の入出金履歴
の報告を求め、資金の流れの調査を行っているところです。 

 

また、亀山市楠平尾事案においては、預貯金等の財産調査結果の内容を
閲覧したところ、預貯金以外の土地、家屋や出資証券がある旨の回答があ
った。これについては、国税滞納処分の例により徴収することから、県税
滞納時と同様に財産差押を実施し、代執行費用にあてる必要がある。特に
出資証券については、税の滞納時には差押対象としていることから実施す
る必要がある。【結果】 

土地、家屋や出資証券については、調査を行いましたが、差押え可能
な資産はありませんでした。今後も債務者の状況変化を把握するため引
き続いて財産調査を実施してまいります。 

 

（２）排出事業者責任の追及 
 事業者は、原則としてその産業廃棄物を自ら処理しなければならず、自
ら処理できない場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づ
く産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可を受けた処理業者等にその処理
を委託することができる。なお、処理を委託した場合であっても、適正に
処理が完了するまでは、その産業廃棄物に関する責任は排出事業者にあ
る。したがって、排出事業者が委託基準に違反して処理を委託していない
か、管理票に係る義務違反（不交付・不回付、未記載・虚偽記載、未保管
等）がないか、排出事業者の責めに帰する事由（不適正処分を知りつつ処
理を委託、適正な処理料金を負担せずに委託等）がないかなどを調査し、
不適正処分に直接関与していない排出事業者に対しても、支障の除去又は
発生防止のための必要な措置を命じる必要があると考える。【意見】 
 
 
 
 
 

平成１８年３月以降、４事案（四日市市内山町、鈴鹿市稲生町、四日
市市大矢知町・平津町、津市芸濃町）について、行為者に対する措置命
令を行いました。 
これらの事案については、既に書類の保存期間を過ぎた事案もありま
すが、事業者からの聴き取り調査や、監視指導記録などから判明した排
出事業者から、廃棄物処理法に基づく報告徴収を行うなど、調査を進め
ており、調査の結果、委託基準違反等が判明した場合は、当該排出事業
者に対しても措置命令を行ってまいります。 

 



３．生活保護費返還金 

（１）不納欠損処理の遅れについて 
 生活保護費返還金の債務者が平成 12 年 4 月に死亡し、相続人により相
続放棄の手続がとられたにもかかわらず、平成 17 年 1 月の債権消滅時効
成立をまって不納欠損処理したケースがあった。相続人が相続放棄の手続
をとらなかった場合には、生活保護費返還金債務も相続人が引き継ぐこと
になるが、適法に相続放棄がなされた場合には債務自体が消滅するため、
その時点で不納欠損処理すべきである。【結果】 

 「健康福祉部関係債権の徴収管理事務取扱要綱」（17 年に改訂、18 年
4 月から運用）に、相続放棄、自己破産等、法的に債務が免責されるも
のについては不納欠損処理を行うことの規定を追加しました。また、該
当ケースがあれば速やかに処理するよう、未収金担当者会議や福祉事務
所長会議（18 年度計 6回開催）において、制度と手続の周知を図りまし
た。 

 

（２）調定遅れについて 
 分納誓約書の提出が平成 16 年 3 月になされている場合、それ以前に生
活保護費返還金が確定し調定されているはずであるが、平成 17 年 2 月に
調定がなされたケースがあった。これは、市町村合併に伴い生活保護業務
が市に移管されることから、分納残の債権を明確にするために一括調定し
たものである。生活保護費返還額が確定したときに全額を調定する必要が
ある。【結果】 

 調定時期について、適正な処理がなされるよう、未収金担当者会議等
で周知徹底を図りました。今後も適正な事務処理がなされるよう、未収
金担当者会議を定期的に開催する予定です。 

 

（３）生活保護費返還金の発生原因について 
 生活保護費返還金の発生原因については、就労収入の不正申告、年金の
遡及受給、交通事故補償金、生命保険解約返戻金、介護保険償還金等さま
ざまなケースが発覚している。これらの収入について被保護者は届出をす
る義務があり、これに違反した場合に生活保護費の返還となる。しかしな
がら発生原因の中には福祉事務所の事務手続誤りが直接的な原因となっ
ているものも散見された。 
また、金融機関等の回答が遅れ 30 日以内に財産調査が終了しない場合
には、後日の返還も有り得ることを前提に保護決定通知を発せざるを得な
いケースも想定される。一括調定となった生活保護費の返還については、
分納となることが多いため回収率は低くなることもあるから、支給時には
慎重かつ迅速に保護費の算定を進めていく必要がある。【結果】 

 現業員の指導的立場にある査察指導員が適切にチェックを行い、速や
かな保護決定や正確な事務手続きが進められるよう、また、福祉事務所
の手続き誤りによる返還金が発生すること等のないよう、生活保護担当
課長（査察指導員）会議で周知を図りました。 

 

（４）市町村合併後の徴収事務について 
 市町村合併により郡部の生活保護事務が新市に移管されている。これに
より今後の生活保護費の支給は市が担当するが、引継前支給分に係る生活
保護費返還金の徴収については、今までどおり県が担当することになり、
回収が困難になっている。 
新市に引き継ぐ以前は月々の保護費支給時に返還金を徴収することも
可能であったが、今後は返還金の滞納が発生した場合、日頃接点が少ない
県の担当者が滞納者宅を訪問し徴収にあたることになる。因みに伊賀福祉
事務所では保護継続中の者に関しては新市に返還金の徴収を依頼してい

 県から市へ生活保護事務を引き継ぐにあたっては、「生活保護事務の
取扱いに関する確認書」を福祉事務所長間で締結し、その後の事務が円
滑に行われるよう対応しており、引き続き市福祉事務所に対する返還金
徴収の協力依頼を行ってきました。 
また、返還金徴収に限らず、生活保護事務については県と市の協調関
係が必要であり、その都度情報交換を行っています。 

 



る。 
効率的に返還金の徴収事務ができるよう、新市との協調関係を継続しな
がら対応していく必要がある。【意見】 

（５）各種報告書の活用について 
 健康福祉部関係債権の徴収管理事務取扱要綱によると、各推進機構は、
年間未収金整理実施計画報告書、年間未収金整理実施結果報告書、過年度
未収金調書を健康福祉部所掌未収金対策連絡会議長に報告することにな
っている。しかし、この提出された報告書をもとに具体的な対策がとられ
ていないため、各福祉事務所で発生した未収金の発生状況を一括管理して
各福祉事務所の回収指導、情報交換等を行うなど、集められた各種の報告
書を活用して、未収金の回収率のアップに努められたい。【意見】 

 未収金の発生未然防止と回収方法等を検討、計画する「健康福祉部所
掌未収金対策会議」（会長：部長）と関係組織間の情報共有等を図るため、
「健康福祉部所掌未収金対策会議幹事会」（会長：健康福祉企画室長）を
設け、組織的な対応力の強化を図りました。具体的には、部所掌未収金
対策会議における対策等の検討、未収金担当者会議や電子メール等を通
じた情報の共有、関係機関との個別意見交換等を行い、より効果的、効
率的な未収金対策に努めています。 

 

４．心身障害者扶養共済負担金 

（１）滞納に基づく脱退について 
  「三重県心身障害者扶養共済制度の手引き（以下「手引き」という）」
及び三重県心身障害者扶養共済条例第 21 条によれば、加入者が掛金を 2
ヶ月滞納した場合は脱退の扱いとなると定められている。しかし、現実に
は 2ヶ月以上滞納している加入者であっても、脱退させていないケースが
散見された。中には 8年以上も滞納している加入者を脱退させず、加入継
続を認めているケースもある。 
未納が短期的に終了しない人に対して加入継続を認めてきたのは、障害
者をもつ家族の意思を尊重して個々のケースを考慮したためであり、加入
者の全てに対して、公平に継続を認めてきた結果とのことである。 
しかしながら、三重県心身障害者扶養共済制度はあくまで任意の制度で
あるため、手引き及び当該条例で明記されている取扱いに反することは、
当該共済制度の加入者と非加入者との間での公平性を害することにもな
ると考える。 
仮に、手引き及び当該条例の取扱いが現実的でないのであれば、規則の
取扱要領等を定め、現実的な運用規定の整備に努めるべきである。ただし、
この場合も、心身障害者扶養共済制度の加入者間又は加入者非加入者間の
公平性の確保に留意する必要がある。【結果】 

 「加入者の地位の消滅等」の具体的取扱いについては、「三重県心身障
害者扶養共済制度事務取扱要領」を作成したところであり、これに基づ
き的確に対応します。 

 

（２）滞納収入未済金の不納欠損処理について 
  長期間にわたり滞納している収入未済金が不納欠損されずに残ってい
る。処理がなされなかった理由は、これまでに債務者から時効の援用がな
かったため、時効が成立していなかったからである。 
しかし、収入未済金の中には 30 年以上にわたり回収できていないもの

 不納欠損処理については、行方不明や死亡等の様々なケースがあり、
詳細な調査や手続きを厳格に行う必要があるため、時効の援用方法や債
務の継承の確認などについて、さらに継続して検討していきます。 

 



もあり、債務者の中には民間の保険と同様、掛金を支払わないことによっ
て自然と脱退したものと考え、今さら掛金を支払うことなど全く考えてい
ない方もいると予想される。したがって、債務者に時効の援用の意思を確
認し、時効が成立した上で、回収可能性の乏しい債権については不納欠損
処理を行うことが望ましいと考える。【意見】 

（３）滞納収入未済金に対する取扱いの公平性について 
 長期間にわたって滞納しているにもかかわらず、一部の債務者を除い
て、県はその回収のための督促や訪問、時効の援用の意思を確認するとい
った対応をとっていない。その理由は、近年、未納状態が長期に継続する
ようになり、新しい未納者を中心に督促するようになり、長期未納者への
督促等は行なわなくなったからである。 
確かに、事務手続の負担から、比較的回収可能性の高い新しい未納者を
長期未納者より優先して徴収事務手続を行うことは、合理的な取扱いとも
考えられるが、一部の債務者についてだけ督促等の対応を行うことは公平
性の観点から問題であるといえ、そこに担当者の恣意性が介入する余地も
否定できないと考えられる。 
よって、明確に取扱要領を定め、これに従った事務手続を行うべきと考
える。例えば、滞納未収金の経過年数表を作成し、経過年数にしたがって
督促回数や訪問回数を定め、担当者によって恣意的な取扱いがなされない
ような仕組みづくりが必要になると考える。【意見】 

 「未納者状況調査票」の様式化、「滞納整理台帳」を活用した記録の整
備とともに、催告回数や訪問回数を定めるなど、計画的に進行管理を行
うこととしました。 

 

５．高等学校授業料 

（１）「三重県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱」の遵守について 
  「三重県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱」（以下「事務取扱要綱」
という）においては、授業料滞納期間に応じて種々の事務手続が規定され
ているが、この要綱に遵守していないケースが見られる。例えば授業料を
7 ヶ月滞納した者は、退学処分を行うとされているが、過去に授業料を 7
ヶ月以上滞納していても退学処分を行った例はない。このような取扱いを
行った理由は、保護者の支払意思の確認等を含む教育的配慮を重視し、生
徒の学習の機会を確保するとの趣旨によるものである。 
また、特に収納困難者については、法的措置をもって対処する旨、事務
取扱要綱第 6条に規定されているが、未納者の住所及びその支払能力の有
無がわからないなどの理由から法的措置を行っていない。しかし、事案に
よっては、法的措置を講じ厳格に対応すべきであると考える。 
個々の生徒及び家庭の事情を考慮した結果、事務取扱要綱に定める期日
通りに事務手続が行われていないケースがみられる。教育的配慮は重要で
あるとしても、授業料の徴収を促進する趣旨から制定された事務取扱要綱

要綱に基づく事務手続きが的確に処理されるよう各高等学校に対し、
事務長会などの機会を通じて、取組強化の周知・徹底を行いました。 
更に、要綱の実効性を確保するため、学校関係者 10名からなるワーキ
ングを設置し、未収金の課題と対策について検討を行っています。 
ワーキングでは、 
①滞納発生の未然予防・防止対策 
②未収金（債権）管理の取扱基準の統一 
③法的措置の実施に向けた事務手続き 
などについて具体的な検討を行っており、既に、学校関係者を対象とし
た研修会を開催し、滞納の発生予防・防止策の実践事例報告など具体的
な取扱いについての周知を図りました。 
今後は、滞納の事案によっては法的措置（支払い督促申立など）の実
施に向け、引続き具体的な検討を行っていきます。 

 



が存在する以上、これに準拠した事務手続を行うべきである。【結果】 
（２）未納授業料の時効の管理について 
 高等学校授業料は公法上の債権であり、時効の援用を待たずに 5年経過
すれば時効となる。時効が成立した債権については、収納することができ
ない。しかし、実際には各高等学校は、個別の債権ごとの時効の管理を十
分に行っていない。 
このような取扱いでは、時効が成立した債権が適時に不納欠損処理され
ないおそれが生じる。したがって、各高等学校で個別の債権ごとに時効を
管理し、時効も意識しながら回収努力を行う必要があると考える。【意見】 

 未収授業料について、時効の管理を十分に行うよう上記研修会におい
て徹底を図りました。 
なお、消滅時効が成立した債権については、適宜不納欠損の事務手続
きを行いました。 
 消滅時効成立による不納欠損処理  760,800 円 （平成 18 年 3 月） 

 

 


